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2024年 11月５日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ラ イ ト オ ン 

代 表 者 名 代表取締役社長  藤  原  祐  介 

（コード番号７４４５ 東証スタンダード市場） 

問 合 せ 先 取締役管理本部長 大 友 博 雄 

 （TEL：０２９－８５８－０３２１） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 11 月 29 日開催予定の当社第 45 回定時株主総

会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

（１）株式会社 W&D インベストメントデザインによる当社を子会社化することを目的とした

当社の普通株式に対する公開買付け及び有限会社藤原興産を割当予定先とした第三者

割当増資の方法による当社株式の発行が完了した後の事業内容の更なる多様化と新規

事業への進出に備えるべく、現行定款第２条に新たな事業目的を追加するとともに、

これに伴う項番号の変更を行うものであります（当該公開買付け及び当該第三者割当

増資の詳細については、当社が 2024 年 10月８日付で公表した「株式会社 W&D インベ

ストメントデザインによる、当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表

明、有限会社藤原興産を割当予定先とする第三者割当による新株式発行、並びに主要

株主である筆頭株主及び支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。）。 

（２）業務の一層の効率化を図るため、現行定款第３条に定める本店所在地を「茨城県つく

ば市」から「東京都台東区」に変更するものであります。 

（３）2024 年 11 月 29 日開催予定の当社第 45 回定時株主総会において補欠取締役２名を選

任することに伴い、現行第 19 条に補欠取締役の任期に関する規定を追加するもので

あります（当該補欠取締役の選任の詳細については、当社が 2024 年 10 月８日付で公

表した「役員人事及び委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ」をご参照くださ

い。）。 

（４）経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、意思決定の迅速化及び業務執行

の効率化を図るべく、2024 年 10 月８日開催の取締役会において、従来の雇用型執行

役員制度に替えて、新たに委任型執行役員制度を導入することを決議いたしました。

これに伴い現行定款について所要の変更を行うものであります（当該委任型執行役員

制度の導入の詳細については、当社が 2024 年 10 月８日付で公表した「役員人事及び

委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。）。 
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２．変更の内容 

 変更の内容は別紙のとおりであります。なお、上記（３）及び（４）に係る定款変更は、

当社第 45 回定時株主総会において、第４号議案「補欠取締役２名選任の件」及び第６号議

案「補欠監査役２名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  2024年 11月 29日（予定） 

定款変更の効力発生日    2024年 11月 29日（予定） 

 

以 上 
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【別紙】 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

（１）～（４）（条文省略） 

（新設） 

（５）前各号に関連し、またはこれ

を助成する一切の業務 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

（１）～（４）（現行どおり） 

（５）古物商 

（６）前各号に関連し、またはこれ

を助成する一切の業務 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を茨城県つくば市に

置く。 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都台東区に置

く。 

（招集権者および議長） 

第 13条 株主総会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役社長が招集

し、議長となる。ただし、取締役

社長に事故があるときは、取締役

会においてあらかじめ定めた順序

に従い、他の取締役が株主総会を

招集し、議長となる。 

（招集権者および議長） 

第 13条 株主総会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、代表取締役が招集

し、議長となる。ただし、代表取

締役に事故があるときは、取締役

会においてあらかじめ定めた順序

に従い、他の取締役が株主総会を

招集し、議長となる。 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 

ならびに執行役員 

（任期） 

第 19条 取締役の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の

時までとする。 

（新設） 

（任期） 

第 19条 （現行どおり） 

２．補欠または増員により選任された

取締役の任期は、前任者または他

の在任取締役の任期の残存期間と

同一とする。 

（役付取締役） 

第 21条 当会社は、取締役会の決議により、

取締役社長１名を選定し、取締役

会長１名および取締役副社長、専

務取締役、常務取締役各若干名を

選定することができる。 

（削除） 

（取締役会の招集権者および議長） 

第 22条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

（取締役会の招集権者および議長） 

第 21条 取締役会は、法令に別段の定めがあ
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る場合を除き、取締役社長が招集

し、議長となる。ただし、取締役

社長に事故があるときは、取締役

会においてあらかじめ定めた順序

に従い、他の取締役が取締役会を

招集し、議長となる。 

る場合を除き、代表取締役が招集

し、議長となる。ただし、代表取

締役に事故があるときは、取締役

会においてあらかじめ定めた順序

に従い、他の取締役が取締役会を

招集し、議長となる。 

第 23条～第 28条（条文省略） 第 22条～第 27条（現行どおり） 

（新設） 

（執行役員及び役付執行役員） 

第 28条 取締役会は、その決議によって執行

役員を定め、業務を執行させるこ

とができる。 

２．取締役会は、その決議によって執

行役員の中から執行役員社長、執

行役員副社長、専務執行役員、常

務執行役員各若干名を選定するこ

とができる。 

（新設） 

附 則 

第３条の変更は、2025 年４月末日までに開催

される取締役会において決定する本店移転日

をもって効力を生じるものとする。なお、本

附則は、本店移転の効力発生日経過後これを

削除する。 

 

 


